
【家庭保存版】

「南海トラフ地震に関連する情報」が発表された場合・

「大地震」が発生した場合の対応について

１ 「南海トラフ地震に関連する情報」が発表された場合

(1) 在 宅 時・・・保護者と共に避難します。

(2) 在 校 時・・・児童の避難誘導後、保護者の迎えを待って引き渡します。

(3) 登下校時・・・「帰宅する」「登校して保護者の迎えを待つ」等は、発表時の場所
によって定めます。（危険回避、登校班員が分散することを防ぐ

ため）

(4) 授業再開・・・「南海トラフ地震」の発生の恐れがなくなったと認められた場合
からとします。

２ 「大地震（震度５弱以上）」が発生した場合

(1) 在 宅 時・・・保護者と共に避難します。

(2) 在 校 時・・・児童の避難誘導後、保護者の迎えを待って引き渡します。

(3) 登下校時・・・「帰宅する」「登校して保護者の迎えを待つ」等は、発生時の場所
によって定めます。（危険回避、登校班員の分散を防ぐため）

(4) 授業再開・・・授業再開は、なるべく早く実現できるよう最善を尽くしますが、
期日については、何らかの方法で周知するようにします。

３ その他

(1) 在校時の場合、児童は保護者の迎えがあるまで学校で保護しますが、できるだけ
早く迎えに来てください。（後々の混乱を避けるため、保護者への引き渡しを原則

とします。保護者が不可能な場合は、祖父母・同居している成人の方でもよいこと

とします。）

(2) 大地震が発生した時は、大パニックになることが予測されますが落ち着いて行動
してください。児童の引き渡しは、グラウンドで、学校職員（担任）が「引き渡し

カード」で確認しながら行います。勝手に連れて行かないようお願いします。

(3) 登下校時の対応（学校に行く、家に帰る）については、注意情報発表時及び地震
発生時の場所によって判断します。通学区委員の方は、リーダーや通学区に周知を

お願いします。

(4) 在宅時に「南海トラフ地震情報」「大地震の発生」があった時は、児童の安全や
所在地について、何らかの方法で、学校または地域自主防災までお知らせください。

(5) 学校の対応については、自主防災会と連絡を密にし、連携をとって行います。
有事の際には、地区に職員を派遣し安否確認をします。保護者の方も自主防災組織

と連携を取り合って行動してください。


